
 

 

議案第○○号 

   損害賠償の額の決定について 

 次のとおり損害賠償の額を決定しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定に

より、議会の議決を求める。 

  令和６年（２０２４年）９月○○日提出 

                     宝塚市長 山 﨑 晴 恵   

 

宝塚市は、次のとおり公園の管理の瑕疵
か し

による損害を賠償する。 

１ 賠償の理由 

令和５年（２０２３年）１２月２５日午後３時３０分頃、相手方が、下の池公園にお

いて、靴ひもを結ぶためにベンチに足をかけたところ、同ベンチの管理が不十分であっ

たため、固定されていなかった同ベンチの板が跳ね上がって相手方の前頭部に接触し、

頭蓋骨を骨折した。 

この事故は、公園の管理の瑕疵によるものと認められるので、その損害を賠償する。 

２ 賠償の金額 

  金６３３，６００円 

３ 賠償の相手方 

  あああああああああああああああああああああああああ 

   あああああああああ 

    あああああああああああああああ 

    あああああああああああああああ 

 



議案第  号 

   損害賠償の額の決定について 

 損害賠償の額の算定方法 

賠償の金額の内訳 

 (1) 損害賠償の対象 

交通費                           3,600円 

慰謝料                      630,000円 

     合計                           633,600円 

 (2) 過失による市の負担割合       100% 

 (3) 市の相手方に対する賠償金額   633,600円 

 



令和 6年（2024年）8月 21日 

第７回都市経営会議資料 

都市安全部 公園河川課 

 

都市公園受傷事故の概要について 

 

１．事故概要 

 【発生日時】令和５年１２月２５日午後３時３０分頃 

 【発生場所】宝塚市 安倉中６丁目 下の池公園内 

 【発生状況】相手方が、市の所有・管理する下の池公園内のベンチに靴紐を結び直すため

に足をかけたところ、ベンチの板が固定されておらず、足をかけた反対側の

板が持ち上がり、相手方頭部を受傷したものです。本件につきましては市が

管理を怠ったことにより通常有すべき安全性を保つことができず発生し、市

の過失を 100％認められるので、その損害を賠償するものです。 

  （事故の相手方）男性（当時ああ歳、あああああ在住） 

 

２．対応経過 

 R5.12.25   事故発生。相手方自家用車で病院を受診。 

 R5.12.26   現場確認の上、当該施設を使用禁止措置。相手方への謝罪を行った。 

 R5.12.27   市加入の保険会社より 100％市の管理瑕疵で、賠償保障保険の対象となる

こと保険会社に確認。 

【この間定期的に治療の経過等を相手方に確認】 

 R6. 3. 7   相手方代理人弁護士より委任状が届き、今後の対応は同弁護士と行うこ 

ととなった。 

 R6. 4. 3   相手方代理人より終診したと連絡があった。 

 R6. 4.10   損害賠償請求案とその他関係資料の提示を依頼。 

 R6. 7. 2   相手方代理人より損害賠償請求案とその他関係資料が届く。 

 R6. 7.11   保険会社より妥当な金額なので応じるよう指示あり。 

 R6. 8. 9   示談書締結 

 

３．再発防止策 

  同公園内の約 50基のベンチについて緊急点検を行うとともに、ビスやボルトの交換・増

し締めを行いました。同公園だけでなく市内全公園において、座面の修繕が必要なベンチは

修繕方法をボルトとナットの固定方式として脱落しにくい方法に改善を行いました。 

 また、ベンチ更新の際は、合成木材やスチールといった劣化のしにくい部材を採用してい

ます。



４．位置図および現地写真 

位置図 


